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障害児安全安心対策事業実施要綱 

 

 

１ 事業の目的 

  障害児通所支援事業所において、ICTを活用したこども見守りサービス等の機器

の導入、登降園管理システム、新たな壁掛けエアコン等の導入、こどもの性被害防

止のための設備との購入等に要する経費の補助を行うことにより、こどもの安全を

守るための万全の対策を講じるとともに、こどもを預けている保護者の不安解消を

図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

（１）都道府県、指定都市及び中核市 

４の①、②及び④の事業 

（２）北海道（管内市町村を含む）、札幌市、旭川市、函館市 

４の③の事業 

    

 

３ 対象施設等 

  （１）４の①及び②の事業 

   児童発達支援センター、児童発達支援事業所 

  （２）４の③及び④の事業 

   障害児入所施設、障害児通所支援事業所、障害児相談支援事業所 

 

４ 事業の内容 

  こどもの安全対策を講じるため、次に掲げる①～④の事業を実施する際、備品購

入等の導入に要する費用に係る補助を行う。 

①ICTを活用したこどもの見守り支援事業 

   ICTを活用したこどもの見守りサービス等の安全対策に資する機器等を導入す

ること。 

②登降園管理システム支援事業 

   適切な登降園管理を行うための登降園管理システムを導入すること。 

 ③熱中症防止対策支援事業 

   熱中症防止に資する壁掛けエアコン等を新たに設置すること。 

 ④性被害防止対策支援事業 

   性被害防止に資するパーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感セ

ンサーライト等の設備の購入や更新を行うこと。 



 
 

５ 対象事業の制限 

（１）次に掲げる事業については、対象としないものとする。 

①国が別途定める国庫負担金、補助金、交付金の対象となる事業 

②施設整備を目的とする事業（土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。） 

③既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする事業 

 

６ 留意事項 

（１）対象施設が設備の購入等を行う場合は、入札の実施や複数業者から見積書を取

得する等により適正価格での購入等を行うこと。 

（２）４の①の事業について、機器の使用対象となる児童の数以上に機器を購入する 

場合及び機器の使用対象となる児童に対して複数の機器を購入する場合は本事

業の対象外とする。 

（３）４の①の事業の対象となる機器については、GPSや BLEによりこどもの位 

置情報を管理するなど、施設外活動時等のこどもの見守りに資する機器とする。 

（４）４の④の事業については、実施に当たり以下の点に留意すること。 

   ①カメラ設置の要否については、保護者やこども等の状況や対象施設等の状況等

を踏まえて各対象施設等において判断すること。 

②カメラの設置については、必要に応じて、関係者等に事前に周知することとし、

カメラの設置趣旨・目的等について十分に説明するほか、映像の保管・管理体制

の整備を行うことが望ましい。 

③カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像（以下、「映像

等」という。）を取得する場合、当該映像等は「個人情報保護法」（平成 15年法律

第 57 号）第２条に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守す

ること。 

また、こどもや来訪者等が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容

易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であることや、撮影し

た映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示すること。 

 

７ 経費の補助 

  国は、本事業の対象経費について、別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲内

で補助するものとする。 

   


